
議案第２号 

 

山陽小野田市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

 山陽小野田市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正

する規則を次のように定める。 

 

  令和８年１月２２日提出 

 

山陽小野田市教育委員会   

教育長 長友 義彦     

 

山陽小野田市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を

改正する規則 

山陽小野田市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則（平成１７年

山陽小野田市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表学校給食センターの項中「午前７時３０分」を「午前７時１５分」に、

「午後４時１５分」を「午後４時」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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山陽小野田市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

所属 職種 勤務時間 勤務時間の割振り 休憩時間 週休日 備考 

区分 始業

時刻 

終業時

刻 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

学校

給食

セン

ター 

学校

給食

セン

ター

の業

務に

従事

する

職員 

休憩時間

を除き、

１週間当

たり３８

時間４５

分 

勤

務

日 

平

常 

午前

８時 

午後４

時４５

分 

勤務時間中に

１時間とし、そ

の時限は所長

が定める。 

日曜日及び土

曜日 

区分の

指定

は、所

長が行

う。 

早

出 

午前

７時

１５

分 

午後４

時 

遅

出 

午前

８時

３０

分 

午後５

時１５

分 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
 

所属 職種 勤務時間 勤務時間の割振り 休憩時間 週休日 備考 

区分 始業

時刻 

終業時

刻 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

学校

給食

セン

ター 

学校

給食

セン

ター

の業

務に

従事

する

職員 

休憩時間

を除き、

１週間当

たり３８

時間４５

分 

勤

務

日 

平

常 

午前

８時 

午後４

時４５

分 

勤務時間中に

１時間とし、そ

の時限は所長

が定める。 

日曜日及び土

曜日 

区分の

指定

は、所

長が行

う。 

早

出 

午前

７時

３０

分 

午後４

時１５

分 

遅

出 

午前

８時

３０

分 

午後５

時１５

分 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
 


